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インボイス制度の課題と対策

群馬県太田市出身。群馬県立太田女子高等学校を卒業後、1年間、「新聞奨学生制度」を利用して、新聞配達を

しながら学び進学と留学をする。1990年に、アメリカのシアトルに留学、旅行業を学び、1993年に、近畿日本ツ

ーリスト東京メディア販売事業本部（現「クラブツーリズム」）の専属海外ツアーコンダクターとして、7年間従事。 

その後一生続けられる仕事のための資格を取得しようと思い、行政書士」試験にチャレンジし、一発で合格。 

2019年に行政書士事務所として、開業届を提出し、行政書士として事業を開始。 

2022年に、合同会社『Smile upコンサルティング合同会社』を設立。 

【講師紹介】 すまいる行政書士事務所 代表 行政書士 石山 純恵  (いしやま すみえ)氏 

９／６（水）セミナー【インボイス制度の課題と対策】 ９／７（木）【個別相談】受講申込書 ※切り取らずFAX願います。 

(講 習 会)９月６日(水)18:30～20:30 

 

下記申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはお電話にてお申込み下さい。 

☞ 留辺蘂商工会議所 ＦＡＸ：０１５７－４２－２６００ ＴＥＬ：０１５７－４２－２２２１ 
 申込み 

今年の 10月から「適格請求書等保存方式」(インボイス)制度が導入されます。 

そこで本セミナーでは、課税事業者は、免税業者に対してどのような対策をとったらいいのか…免税事業者との取引で

税金額がどのくらい増えるのか、その対策はどうしたらいいのかをお話しします。また、免税事業者は、インボイス制度が始まること

で、課税事業者へ変わるのか免税事業者のままでいくのか…判断に迫られます。消費税の課税事業者になる場合と免税事業者にな

る場合の「メリット」・「デメリット」・「負担軽減措置」について解説いたします。 

また、翌日には先着順による個別相談会を行います。(個別相談の申込が定数を超えた場合はご連絡をさせていただきます。） 

 

定 員 ２5名(先着順にて締め切ります。) 

 

受講無料 

主催：留辺蘂商工会議所 

≪事業環境変化対応型支援事業≫

～早めの対応・対策が必要です！今、何をすべきなのか？ズバリ解説！！～ 

 
 

今からでも間に合う！中小・小規模事業者のための！！ 

【主な講座内容】 

● インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは？ 

● 制度導入の背景(仕入税額控除がポイント) 

● 中小・小規模事業者に求められる制度への備えと実務 

● 適格請求書発行事業者登録制度内容とスケジュール等 

● インボイス制度での実務上の注意点(売手編・買手編) 

● 令和5年度税制改正による負担軽減措置とは？ 

● ＩＴ導入補助金について 

【個別相談会のご案内】 ⇒ 希望者の方は申込書にご記入願います。 

■■【時間】10:00〜16:00 ■■ ※先着 5社（1社:約60分）予定 

ご相談申込みが多い場合には別途お打ち合わせさせていただきます。 

場 所 留辺蘂商工会議所 ホール 

留辺蘂商工会議所 行  (FAX．０１５７-４２－２600)             令和   年   月   日 

事業所名  住  所  

電話番号  FAX番号  

受講者名  受講者名  

※9/7(木)個別相談希望 ・する ・しない ⇒◆以下、時間のチェックも合わせてお願いいたします。 
① 10:00～11:00 ② 11:00～12:00 ③ 13:00～14:00 ④ 14:00～15:00 ⑤ 15:00～16:00 

※本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、本講座開催における本人確認、参加者申込書作成及び講習会に関する連絡の目的のみ使用致します。 

【対象】 中小・小規模事業者(会員・非会員問わず) 

(個別相談)９月７日(木)10:00～16:00 

日 時 (講習会 ＆ 個別相談会) 令和 5年 


